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６ 外国人
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９ 社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題
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１ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

第 人権教育・啓発の推進4 章
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２ 人権に関係する職業従事者に対する研修などの推進
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１ 指導者の養成

２ 人権教育・啓発資料などの整備

３ 効果的な手法による人権教育・啓発の実施
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４ 国、京都府、近隣市町、関係団体などとの連携
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
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 【人権全般】
西暦 年 主　な　動　き

1947 S22 ○ 「日本国憲法」施行○ 「教育基本法」施行
1948 S23 ◎ ｢世界人権宣言」採択

1979 S54 ○ 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）」締結○ 「市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）」締結
1994 H6 ◎ 国連「人権高等弁務官」設置
1995 H7 ○ 「人権教育のための国連 10年推進本部」設置

1997 H9 ○ 「人権の擁護に関する施策を推進するための法律（人権擁護施策推進法）」施行
○ 「『人権教育のための国連 10年』に関する国内行動計画」策定

1999 H11
○ 「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」締結（国連での採択 :1984 年）
○ 人権擁護推進審議会答申（人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育
及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について）

2000 H12 ○ 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法）」施行
2001 H13 ○ 人権擁護推進審議会答申（人権救済制度の在り方について）
2002 H14 ○ 「人権教育・啓発に関する基本計画」策定

2005 H17 ◎ 「人権教育のための世界計画」の「第 1フェーズ行動計画（2005年 ~2009 年）」開始☆ 「新京都府人権教育・啓発推進計画」策定

2006 H18 ◎ 国連「人権理事会」設置
★ 「京丹後市人権啓発推進協議会」設立（34団体、関係機関）

2009 H21 ★ 「京丹後市人権教育・啓発推進計画」策定
2010 H22 ◎ 「人権教育のための世界計画」の「第 2フェーズ行動計画（2010年 ~2014 年）」開始
2011 H23 ○ 「人権教育・啓発に関する基本計画」一部変更（「北朝鮮当局による拉致問題等」を追加）

2015 H27 ◎ 「人権教育のための世界計画」の「第 3フェーズ行動計画（2015年 ~2019 年）」開始★ 第 2次京丹後市総合計画（H27~H36）
2016 H28 ☆ 「京都府人権教育・啓発推進計画（第 2次）」策定

 【同和問題（部落差別）】
西暦 年 主　な　動　き

1965 S40 ○
同和対策審議会答申（同和問題は日本国憲法によって保障された基本的人権、すなわち
人間の自由と平等に関する問題であり、その早急な解決こそ国の責務であると同時に国
民的課題であるという認識を示し、特に同和地区住民に就職と教育の機会均等を保障す
ることを求めた。）

1967 S42 ★ 「丹後同和教育研究会」⇒「丹後人権教育研究会」（H14~）
1969 S44 ○ 「同和対策事業特別措置法」施行（1969~1982）
1982 S57 ○ 「地域改善対策特別措置法」施行（1982~1987）
1987 S62 ○ 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」施行（1987~2002）（2002年までの 33年間特別法による対策事業を実施）
2002 H14 ○ 「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」失効
2004 H16 ★ 「京丹後市人権教育研究会」（合併に伴い発足）
2016 H28 ○ 「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」施行

人権関係年表
（凡例　◎：国際的な動き　○：国の動き　☆：京都府の動き　★京丹後市の動き）
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 【女性】
西暦 年 主　な　動　き
1955 S31 ○ 「婦人の参政権に関する条約」締結
1975 S50 ◎ 「国際婦人年」
1985 S60 ○ 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女性差別撤廃条約）」締結
1986 S61 ○ 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）」施行
1989 H1 ☆ 「男女平等と共同参加の21世紀をめざす京都府行動計画（KYOのあけぼのプラン）」策定
1995 H7 ◎ 第 4回世界女性会議において「北京宣言」採択（同宣言で「女性の権利は人権である」

と謳われる）
1999 H11 ○ 「男女共同参画社会基本法」施行

2000 H12 ○ 「男女共同参画基本計画」策定○ 「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」施行

2001 H13 ○ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）」施行☆ 「新 KYOのあけぼのプランー京都府男女共同参画計画」策定
2004 H16 ☆ 「京都府男女共同参画推進条例」施行
2005 H17 ○ 「第 2次男女共同参画基本計画」策定
2006 H18 ★ 「京丹後市男女共同参画計画デュエットプラン 21」策定
2007 H19 ○ 「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」策定

2010 H22 ☆ 京都雇用創出会議「京都仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）行動計画」策定
○ 「第 3次男女共同参画基本計画」策定

2011 H23 ☆ 「第 3次 KYOのあけぼのプランー京都府男女共同参画計画」策定★ 「京丹後市男女共同参画条例」施行
2013 H25 ○ 改正「ストーカー規正法」施行

2014 H26 ○ 改正「DV防止法」施行
☆ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画（第 3次）」策定

2015 H27 ○ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」施行

2016 H28 ○ 「第 4次男女共同参画基本計画」策定★ 「第 2次京丹後市男女共同参画計画−デュエットプランⅡ−」策定
2017 H29 ★ 「京丹後市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援事業実施要綱」制定

 【子ども】
西暦 年 主　な　動　き
1947 S22 ○ 「教育基本法」施行
1948 S23 ○ 「児童福祉法」施行
1951 S26 ○ 「児童憲章」　宣言
1979 S54 ◎ 「国際児童年」
1991 H3 ☆ 「京都府青少年プラン」策定
1994 H6 ○ 「児童の権利に関する国際条約（子どもの権利条約）」締結

1996 H8 ☆ 「京都府子育て支援計画〜きょうと未来っ子 21プラン」策定（〜 2005）
H11 ○ 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行

2000 H12 ○ 「児童虐待防止法」施行
2001 H13 ☆ 「新京都府青少年プラン」策定（〜 2010）
2005 H17 ★ 「京丹後市次世代育成支援事業行動計画」策定
2007 H19 ☆ 「京都府子育て支援条例」施行

2008 H20 ○ 改正「児童虐待防止法」施行
○ 改正「出会い系サイト規正法」施行

2009 H21 ○ 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）」施行
2010 H22 ○ 「子ども・若者育成推進法」施行
2013 H25 ○ 「いじめ防止対策推進法」施行

2014 H26 ○ 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）締結○ 「子どもの貧困対策の推進に関する法律（子どもの貧困対策法）」施行

2015 H27
☆ 「京都府子育て支援計画〜きょうと未来っ子 21プラン」策定（〜 2019）
★ 「京丹後市子ども・子育て支援事業計画」策定
★ 「京丹後市教育振興計画」策定（H27〜 H36）



 【高齢者】
西暦 年 主　な　動　き
1963 S38 ○ 「老人福祉法」施行

1995 H7 ○ 「高齢社会対策基本法」施行
☆ 「京都府福祉のまちづくり条例」施行

1998 H10 ○ 改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高齢者雇用安定法）」施行（60歳以上
定年制義務化）

2000 H12
○ 介護保険制度開始
○ 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」施行

2003 H15 ☆ 「第 3次京都府高齢者保健福祉計画ーきょうと高齢者あんしん 21プランー」策定

2006 H18

○ 「高齢者虐待防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」施行
○ 改正「高齢者雇用安定法」施行（65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等
の義務化）

○ 「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」施行
☆ 「第 4次京都府高齢者保健福祉計画」策定

2007 H19 ○ 改正「雇用対策法」施行（募集・採用に係る年齢制限禁止の義務化）
2015 H27 ☆ 「第 7次京都府高齢者健康福祉計画（京都府高齢者居住安定確保計画）」策定
2017 H29 ○ 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」
2018 H30 ★ 「第 7期京丹後市高齢者保健福祉計画（H30〜 H32）」策定

 【障害のある人】
西暦 年 主　な　動　き

1950 S25 ○
「精神衛生法」施行
（1988 年に「精神保健法」、1995 年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
に改正）

1970 S45 ○ 「心身障害者対策基本法」施行（1993年に「障害者基本法」に改正）
1981 S56 ◎ 「国際障害者年」
1982 S57 ☆ 「京都府国際障害者年長期事業計画」策定
1987 S62 ○ 「障害者の雇用の促進に関する法律（障害者雇用促進法）」施行
1993 H5 ○ 「障害者基本法」施行
1993 H5 ○ 「障害者基本法」施行

1995 H7 ○ 「障害者プラン」（ノーマライゼーション 7ヵ年戦略）策定
☆ 「京都府福祉のまちづくり条例」施行

2005 H17 ○ 「発達障害者支援法」施行☆ 「京都府障害者基本計画・キラリ☆ 21- それぞれの明日、京都から」策定

2006 H18 ◎ 「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」採択○ 「障害者自立支援法」施行
2007 H19 ★ 「京丹後市障害者計画」策定
2012 H24 ○ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律（障害者虐待防止法」施行

2013 H25
○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」施行
○ 「障害者の雇用の促進に関する法律（障害者雇用促進法）」一部改正
○ 「第 3次障害者基本計画」策定

2014 H26 ○ 「障害者権利条約」締結

2015 H27 ☆ 「第 3期京都府障害者基本計画」策定☆ 「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」施行
2016 H28 ○ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」施行

2018 H30

★ 「第 3次京丹後市障害者計画」策定
★ 「第 5期京丹後市障害者福祉計画」策定
○ 「障害者の雇用の促進に関する法律（障害者雇用促進法）」一部改正
☆ 「京都府障害者雇用促進計画・定着支援計画〜はあとふるプラン〜」策定
☆ 「言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合
う社会づくり条例」施行

60



 【外国人】
西暦 年 主　な　動　き
1981 S56 ○ 「難民の地位に関する条約」締結

1995 H7 ○ 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）」締結
☆ 「京都府国際化プラン」策定

1999 H11 ○ 「外国人登録法一部改正」（指紋押なつ全廃）
2012 H24 ○ 改正「住民基本台帳法」施行「外国人登録法」廃止（外国人住民が住民基本台帳制度の

適用対象に追加）
2015 H27 ★ 「第 1次京丹後市多文化共生プラン」策定
2016 H28 ○ 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ法）」施行
2018 H30 ★ 「第２次京丹後市多文化共生プラン」策定

 【犯罪被害者等】
西暦 年 主　な　動　き
1981 S56 ○ 「犯罪被害者等給付金支給法」施行
2001 H13 ○ 「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」施行（「犯罪被害者等給付金支給法」改正）
2004 H16 ☆ 「京都府犯罪のない安心・安全まちづくり条例」施行
2005 H17 ○ 「犯罪被害者等基本法」施行
2009 H21 ★ 「京丹後市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」施行

 【さまざまな人権問題】
西暦 年 主　な　動　き
1953 S28 ○ 「らい予防法」制定（施設入所を強制する隔離政策が実施される）
1989 H1 ○ 「後天性免除不全症候群の予防に関する法律（エイズ予防法）」施行
1990 H2 ◎ 「国際識字年」
1996 H8 ○ 「らい予防法」廃止

2006 H18 ○ 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」施行○ 「自殺対策基本法」施行
2008 H20 ○ 改正「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」施行（性別変更の条件緩和）
2009 H21 ○ 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハンセン病問題基本法）」施行
2012 H24 ○ 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」延長
2014 H26 ○ 「過労死等防止対策推進法」施行

2015 H27 ○ 「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病医療法）」施行○ 「生活困窮者自立支援法」施行

 【情報社会における人権問題】
西暦 年 主　な　動　き
2000 H12 ○ 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）」施行
2002 H14 ○ 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」施行
2003 H15 ○ 「個人情報の保護に関する法律」（一部）施行
2004 H16 ☆ 「京都府個人情報保護条例」改正

2005 H17
★ 「京丹後市個人情報保護条例」施行
○ 「個人情報の保護に関する法律」（全部）施行（個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を規定）
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